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地
方
分
権
の
時
代
を
迎

え
、
議
会
は
様
々
な
町
民
の

声
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
町

政
に
対
す
る
監
視
と
評
価
を

行
う
こ
と
に
加
え
、
政
策
を

立
案
し
て
い
く
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
町
民
が
安
全
で
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
最
大

限
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

なな議会議会を目指して！を目指して！もっともっと町民町民に、に、身近身近

　

葛
巻
町
議
会
は
、
平
成
20

年
か
ら
議
員
定
数
が
10
人

で
、
県
内
で
も
最
小
の
議
会

と
な
り
、
常
任
委
員
会
も
一

つ
と
な
っ
て
か
ら
２
期
目
に

な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、

議
会
活
動
の
活
性
化
を
図
る

た
め
、
現
在
の
議
会
運
営
に

沿
う
条
例
、規
則
の
あ
り
方
、

通
年
議
会
の
導
入
な
ど
の
検

討
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

地
方
自
治
法
が
24
年
９
月
に

改
正
さ
れ
、
議
会
の
会
期
を

１
年
間
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
「
通
年
の
会
期
制
」
の
導

入
や
、
本
会
議
で
公
聴
会
や

参
考
人
制
度
を
活
用
で
き
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
議

会
へ
の
町
民
参
加
を
進
め
、

町
民
に
身
近
な
議
会
を
目
指

す
こ
と
な
ど
、
総
合
的
に
調

整
し
、
関
係
条
例
と
諸
規
則

を
統
合
し
た
形
と
な
る
「
葛

巻
町
議
会
総
合
条
例
」
を
新

た
に
制
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
条
例
の
施
行
は
、
26

年
１
月
20
日
で
す
。

条
例
制
定
の
背
景

通
年
の
会
期
制
導
入
で
「
定
例
日
」
を
設
定

議
会
総
合
条
例
を
制
定

議
会
総
合
条
例
を
制
定

　

６
月
定
例
会
が
６
月
11
日
か
ら
18
日
ま
で
の
８
日
間
の
会
期
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
町
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
は
、
補
正
予
算
、

条
例
な
ど
10
件
。
議
会
の
会
期
を
通
年
と
す
る
内
容
を
盛
り
込
ん

だ
「
葛
巻
町
議
会
総
合
条
例
」
な
ど
、
議
員
発
議
案
３
件
が
提
出

さ
れ
、
す
べ
て
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

６月定例会

県内初

　　田口一博准教授（新潟県立大学）を講師に、議会総合条例の制定に向けた議員の勉強会

総合条例制定の概要
　８本の議会の基本的事項や運営に必要な内容の条例と、会議規
則等を一つの条例にまとめ、葛巻町議会総合条例としました。

葛巻町議会総合条例
【目的】地方分権と地方自治の時代にふさわしい議会運
営に関する事項を定め、町民に身近な議会を実現し、町
民福祉の向上と町勢発展に寄与することとします。

　① 議会の基本的事項を定めました。
　② 議会運営に係る事項を一体化し、全体の内容が
　　 分かるようにしました。
　③ 町民の権利を保障します。
　④ 議会への住民参加を進めます。
　⑤ 町民に身近な議会を目指します。

①葛巻町議会の議員の定数を定める条例
②葛巻町議会定例会条例
③葛巻町議会委員会条例 
④議会の議決すべき事件を定める条例 
⑤葛巻町議会事務局設置条例
⑥葛巻町議会定例会の招集時期に関する規則　

⑦葛巻町議会会議規則　
⑧葛巻町議会傍聴規則　 

※地方自治法では、会議規則、傍聴規則を設ける
必要があるため、その規則の内容を葛巻町議会総
合条例に規定することの改正。

⎡
｜
⎣

⎤
｜
⎦

▶ 廃止

▶ 全部改正※

⬇


